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◎公民館はセルフサービスの場です。施設や設備は大切に使い、利用後は整頓・清掃をしてください◎
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◆中央公民館主催 伝統文化学習事業 古典の日記念事業
～観て、聞いて、謡って古典を楽しんでみませんか～

（ 写 真 提 供 ： 下 平 克 宏 演 能 の 会 ）

■能楽師■
重要無形文化財総合指定保持者 下平 克宏 氏
観世流師範 大槻 崇充 氏

■講演会・講師■
一般社団法人群馬地域学研究所 手島 仁 氏

■平家物語・朗読■
「よみくらべ源氏物語の会」の皆さん

■演奏■
ピアノ伴奏 横堀 久美 氏

■会場■
前橋市中央公民館 ３階ホール
前橋市本町２-１２-１ 前橋プラザ元気２１内

中央公民館３階窓口
朝８:３０から配布予定

今年は「３００名」！！

※整理券は、なくなり次第終了となります。
※全席自由・無料です。
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令和５年度中央公民館 学び合い・人権・地域ふれあい事業

申込期限
９月２５日（月）

【必着】

スマホを安全に使おう！
１０月２５日（水）１４：００－１６：００

スマホは使用せずに学習
・スマホの基礎
・スマホを安全に使うためのポイント

講師：ソフトバンク 参加費：無料

インスタグラムを活用しよう！
１０月２５日（水）１０：００－１２：００

ご自身のスマホを使用して学習
・写真・動画の投稿、ストーリーズの投稿、ＤＭの使い方等

講師：NPO教育支援協会北関東
参加費：資料代（300円）

【申込方法】
申込フォーム（右上の二次元コード）・
窓口・FAX・官製はがきのいずれか
①氏名
②郵便番号・住所
③電話番号（日中連絡ができる番号）
④希望コース（Ａ～Ｅのいずれか一つ）

【対象】市内在住の方
Ａ：15名、Ｂ～Ｅ：各20名

【申込先】
FAX：027-237-0722
郵便：〒371-0023 前橋市本町2-12-1

中央公民館「中公スマホ（10月分）」係

※定員を超えた場合は抽選となり、１０月２日（月）以降に抽選結果の文書を送付します。

↑
中公スマホ教室
二次元コード

Ｂ～Ｅは、スマホを
お持ちでない方も
ご参加できます。

C
今すぐ使える乗り換え案内
１０月２６日（木）１０：３０－１２：３０

貸出機を使用して学習
・スマホの基礎
・Ｙａｈｏｏ！乗換案内の使い方、活用方法

講師：ソフトバンク 参加費：無料

D
スマホで脳を若返らせよう！
１０月２６日（木）１４：００－１６：００

貸出機を使用して学習
・スマホの基礎
・脳トレゲーム体験

講師：ソフトバンク 参加費：無料

E
基礎まるわかりコース！【連続講座】
１０月２７日（金）・１１月２４日（金）ともに１０：３０－１２：３０

貸出機を使用して学習
１日目：電話・文字入力・メール
２日目：振り返り、カメラ、地図、音声アシスト等

講師：ソフトバンク 参加費：無料

今回は、全てのコースが「新」コースです。
自分に合ったコースを選んで、スマホを使いこなそう！



↑
子育て支援講座
二次元コード
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講 師 桑原 一美 氏（フィットネストレーナー）

定 員 首の座った赤ちゃんとその保護者 １０組（抽選）

会 場 中央公民館 ４階 ４０４スタジオ

申込方法 前橋市HP内の申込フォーム（二次元コードから確認できます）
①氏名 ②郵便番号・住所 ③電話番号
※９月１日から申込開始

申込締切 １０月２日（月）まで

※抽選結果は、１０月１０日（火）以降に郵送します。

【2回連続講座】

11月 6日（月）

11月13日（月）
10：00～11：30

令和５年度 中央公民館 子育て・親子支援事業

産後体重が戻らなかったり・・・・
肩こりがひどくなったり・・・・

産後の不調を感じていませんか？

同じ悩みを持ったママたちとの交流でリフレッシュしましょう！

「絵画の宿題を完成させよう『アトリエめい
じゅ』」を８月７日（月）に開催しました。小
学１～６年生がそれぞれ自分でイメージした下
絵を用意し、明寿大学絵画クラブの講師や学生
に色塗りなどのアドバイスを受けながら、作品
を見事に完成させることが出来ました。

「親子陶芸体験教室」を７月２８日（金）・８月８日（火）に開催しました。
久しぶりの開催でしたが、定員の３倍近く応募があり人気の講座となりました。
１日目は「ねんどで形づくり」ということで、それぞれ好きな形を作成。２

日目は、素焼きした作品に好きな色の釉薬（ゆうやく）を塗る作業をしました。
２日間とも親子で真剣かつ楽しく作業に取り組んでいました。
自身で形を作り、色付けをした作品は、どれも素敵な色味の作品になってい

ました。

▼完成した絵画

▼１日目：ねんどで形づくり

▼２日目：釉薬塗り ▼完成した作品

▼アドバイスを受ける様子▲



同和問題

日本社会の歴史的過程で敷かれた身分制度により、低い身分に置かれた人々
が強制的に住まわされた所が同和地区（部落差別）となりました。結婚や就
職において「生まれ」を理由に差別されるという我が国固有の重大な人権問
題です。この問題に対し、平成２８年１２月「部落差別の解消の推進に関す
る法律」が施行されました。市民一人ひとりが同和問題について一層理解を
深め、自らの意識を見つめ直すことが必要です。

前橋市・前橋市教育委員会「人権啓発リーフレット『やさしい心』」より

【９月】

１３日（水） 学生によるスマホ相談会
２０日（水） Ａ．フォトブックを作ろう！
２１日（木） Ｂ．覚えておきたいセキュリティ対策
２１日（木） Ｃ．マップを活用しよう！
２２日（金） Ｄ．LINEを活用しよう！

※中公スマホ教室（９月分）は、８月中で申込を締め切っています。
参加ご希望の方は、申し訳ございませんが、１０月以降の中公ス
マホ教室へお申し込みください。
（中公スマホ教室は、定期的に開催予定です。）

【３階 ホワイエ】

９月１５日（金） 市民の茶席

【壁面展示】

４階
９月１９日（火）～１０月１５日（日）

写仏愛好会

５階
９月１５日（金）～９月２７日（水）

朋友会
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市民課証明交付係
027-898-6114

市民課証明交付係のお知らせ

登録型本人通知制度は、代理人や第三者の請求で住民票や戸籍謄抄本などが交付されたときに、本人に通知
する制度です。この制度を利用するには、事前に登録が必要です。
詳しくは問い合わせるか、本市ホームページをご覧ください。

対 象＝本市に住民登録をしているか本籍のある人
申請方法＝申込書と官公署発行の顔写真付き身分証明書などを用意し、市役所市民課へお越しください。

郵送の場合は、申込書と官公署発行の顔写真付き身分証明書の写しが必要です。

身近な【水難事故】に備えて！

多発している水辺の事故に遭ってしまうその前に対
処法を学べる動画を、前橋市消防局の消防士たちが制
作しました。

ぜひ知っておいて欲しい、そしてお子さんにも分か
りやすい内容となってます。「万が一のとき、どうす
ればよいのか？」この機会にぜひご覧ください！
※ライフジャケットの有効性も紹介しています♪

前橋市職員自主研究グループ制作動画

◀「ういてまて」動画へ

「ライフジャケットの着方」

動画へ▶


